
米子市商店街空き店舗活用支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、商店街の空き店舗を飲食店等の商業施設及びコミュニティスペース等の滞在型施

設（以下「商業施設等」という。）として利用し、及び活用する事業を支援することにより、商店街

におけるにぎわいの創出を図り、もって歩いて楽しいまちづくりを推進するため、当該空き店舗を商

業施設等として利用し、及び活用するために改修しようとする者に対し、米子市商店街空き店舗活用

支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関し、米子市補助金等

交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「空き店舗」とは、従来は店舗として利用していたが、おおむね１年以上店

舗として利用されていない状態にある物件をいう。

（補助事業者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、空き店舗の所有者又は空き

店舗に入居する事業者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

⑴ 次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。イにおいて同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団

員をいう。イにおいて同じ。）

イ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者

⑵ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

⑶ 米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱（平成１８年４月１日

施行）第２条に規定する市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行

う者

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助事業者が元町通り

商店街（市道元町通り線のうち、県道米子停車場線から市道本通り東線に交差するまでの区間）及び

本通り商店街（市道本通り東線のうち、市道元町通り線から一般国道９号線に交差するまでの区間）

の路線（この条において「対象路線」という。）に接する空き店舗の商業施設等への改修であって、

次に掲げる要件を満たすものとする。

⑴ 給排水設備の新設又は増設を伴う改修（米子市上下水道局が指定する指定給水装置工事事業者又

は排水設備指定工事店が工事を実施するものに限る。）を行うこと。

⑵ 対象路線に面して店先を構え、及び来店者のための出入口を設けていること。

⑶ 補助対象事業の完了後６か月以内に出店し、又は営業を開始し、及び３年以上継続する事業計画

を有すること。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実施に

要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助事業者が、補助対象事業の実施について、

国、他の地方公共団体その他の団体から金銭の交付を受ける場合には、当該金銭の交付の対象となる

経費は、補助対象経費から除くものとする。

⑴ 給排水設備本体及び当該給排水設備本体の設置に伴い必要となる部材等に係る経費



⑵ 給排水設備及び当該給排水設備を設置することに伴う個室、壁等の設置に係る経費

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

（補助金の交付等）

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）に３分の２

を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額）と

する。ただし、５０万円を限度とする。

２ 補助事業者は、補助対象事業を実施する空き店舗が存する商店街の振興組合等に対し、当該補助対

象事業の実施計画についてあらかじめ説明を行うよう努めるものとする。

３ 市長は、補助金の交付の決定に係る審査において必要があると認めるときは、補助対象事業を実施

する空き店舗が存する商店街の振興組合等に意見を照会し、及びその意見を審査の参考とすることが

できる。

４ 補助対象事業の実施により設置した給排水設備等は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、撤去し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

５ 補助金の交付の決定を受けることができる回数は、一の補助事業者につき、１回に限るものとする。

（交付の申請）

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助対象事業を実施しようとする日の２０日前まで

に、規則第６条第１項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、これらを市長に

提出しなければならない。

⑴ 米子市商店街空き店舗活用支援事業実施計画書（別記様式第１号）

⑵ 米子市商店街空き店舗活用支援事業収支予算書（別記様式第２号）

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助事業の遂行状況等の報告）

第８条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、その理由及び当該補助対象事業の

遂行の状況を記載した書面を市長に提出しなければならない。

（実績報告）

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を

受けたときは、補助対象事業が完了した日若しくは補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けた

日から起算して３０日を経過する日又は補助対象事業が完了した日若しくは補助対象事業の中止若し

くは廃止の承認を受けた日の属する年度の２月１０日のいずれか早い日までに、規則第１８条第１項

に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出しなければならな

い。

⑴ 米子市商店街空き店舗活用支援事業実績報告書（別記様式第１号）

⑵ 米子市商店街空き店舗活用支援事業収支決算書（別記様式第２号）

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

附 則

この要綱は、令和７年４月１８日から施行する。



別記

様式第１号（第７条、第９条関係）

年度 米子市商店街空き店舗活用支援事業実施計画書（実績報告）書

１ 補助事業者の概要

２ 補助事業の概要

３ 入居計画

名 称

代 表 者 職 氏 名

所 在 地

連 絡 担 当 者

連 絡 先
電 話 番 号

メールアドレス

区 分

（どちらかに○をすること。）
物件所有者 ／ 入居する事業者

補助事業実施場所

補助事業により整備

す る 給 排 水 設 備

事 業 目 的
及 び 目 標

事 業 内 容

事 業 効 果

実 施 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

入 居 者

名 称

代 表 者 職 氏 名

所 在 地

連 絡 担 当 者

連 絡 先
電 話 番 号

メールアドレス

店舗等名称・屋号

事 業 内 容

入 居 予 定 日

従 業 員 数
（経営者本人を含む。）

当該事業に関する
経験・略歴



４ 経費区分及び調達方法

添付資料

⑴ 対象物件の現況図面及び写真等（事業実績が分かる図面、写真等）

⑵ 工事見積書（工事契約書）等

⑶ 事業工程表 ※交付申請時のみ

⑷ 賃貸借契約書の写し ※実績報告時のみ

⑸ 補助対象経費の支払を証する書類 ※実績報告時のみ

事業の売上・利益計
画

※期首、期末の日付を記入
第一期

（ / ～ / ）
第二期

（ / ～ / ）
第三期

（ / ～ / ）
売上額 （①）
売上原価 （②）
粗利益 （③＝①－②）
経費（人件費・広告
宣伝費等） （④）

営業利益（⑤＝③－④）

営業外損益（⑥）
経常利益（⑦＝⑤＋⑥）

法人税等（⑧）

当期利益（⑨＝⑦－⑧）

対象顧客及び市場規
模

予定客単価と客数

①予定客 1人当たりの客単価

②予定客数（１日当たり）

事 業 の 資 金 計 画
（資金需要、資金調
達）

資金需要
第一期 第二期 第三期

①設備投資
②その他

合 計
資金調達

第一期 第二期 第三期
自己資金

借入れ
補助金その他

合 計

今後の事業展開予定

そ の 他 特 記 事 項

事業

区分
経費区分 経費項目

補助対象経費
説 明

(積算根拠)

市 その他

円 円 円

合 計



様式第２号（第７条、第９条関係）

年度 米子市商店街空き店舗活用支援事業収支予算（決算）書

補助事業者：

１ 収入の部（補助対象経費に係る部分）

（単位：円）

２ 支出の部（補助対象経費に係る部分）

（単位：円）

科 目 金 額 摘 要

計

科 目 金 額 摘 要

計


